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船舶事故調査報告書 

                              令和６年３月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（令和４年１１月１７日 ０９時００分ごろ～１７時４０分ごろ

の間）（医師による船長死亡推定時刻：１７日１３時ごろ） 

発生場所 不明（鹿児島県南種子
た ね

町浜田鼻付近） 

事故の概要 漁船幸
さち

丸は、刺し網漁の目的で出航した後、船長が落水して溺死し

た。 

事故調査の経過  令和４年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため、行わ

なかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 幸丸、０.５８トン 

 ＫＧ３－８９０４（漁船登録番号）、個人所有 

 ５.５６ｍ（Lr）×１.５０ｍ×０.３２ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関（船外機）、漁船法馬力数３０、昭和５６年８月２５

日 

 乗組員等に関する情報 船長 ８９歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５０年４月１５日 

  免許証交付日 平成３１年３月２２日 

         （令和６年１１月１日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 船外機の脱落 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：うねり 波向東、波高約０.８ｍ、水温 約２４℃ 

 事故の経過 本船は、和船型の船外機船であり、船長が１人で乗り組み、いせえ
．．．

び
．
刺し網漁の揚網の目的で、令和４年１１月１７日０９時００分ご

ろ、南種子町広田
ひ ろ た

港を出航した。 

船長の家族は、１５時３０分ごろ、ふだん１４時ごろまでに帰宅し

ていた船長が帰宅しなかったので、船長が所属する漁業協同組合（以

下「漁協」という。）の組合員（以下「組合員Ａ」という。）に相談し

た。 

組合員Ａは、僚船数隻と共に本船がふだん操業していた浜田鼻付近
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の捜索を開始するとともに、漁協職員が海上保安庁及び消防署に本事

故の発生を通報した。 

捜索を行っていた僚船の１隻は、１７時４０分ごろ、浜田鼻付近の

海岸に漂着している船体を沖合から発見したものの、浅瀬で接近でき

ず、漁協組合員数人が陸路で発見場所に向かい、２１時１０分ごろ、

無人の状態の本船を確認した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

          写真１ 確認時の本船 

 

船長は、１８日１０時０７分ごろ、本船の東方海岸にうつ伏せの状

態で漂着しているところを防災ヘリコプターに発見されて揚収され、

病院に搬送された後、死因が短時間での溺死、死亡推定時刻が１７日

１３時ごろと検案された。 

本船は、後日、漂着場所で解体処分された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、約５０年以上の刺し網漁の経験を有し、ふだん、１人で乗

り組み、浜田鼻付近の浅礁海域で操業を行っており、出航時、船長に

特に変わった様子はなかった。 

本船の刺し網漁は、両端にブイと錘
おもり

が付いた、１反が長さ約３０

ｍ、網丈約１.５ｍの刺し網を浅礁海域の岩と岩との間付近に１０反

程、順次敷設していき、翌日か翌々日に揚網していせえび
．．．．

を漁獲する

ものであり、船長は、ふだん、朝０９時ごろ出航して操業し、１４時

ごろには帰航していた。 

組合員Ａは、自身も刺し網漁を行っており、ふだん、船長が波の立

つ浅礁海域で操業しているのを見掛けた際、船長が、漁の経験が豊富

であり、海象や地形等を熟知しているので、同海域で操業できるので

あろうと思っていた。 

組合員Ａは、ふだん、船長が右舷船尾で中腰の姿勢になり揚網して

いるところを目撃していたので、本事故当時、船長が、ふだんと同じ

姿勢で揚網中、波により船体が動揺した際に体勢を崩して落水したの

ではないかと本事故後に思った。 

船長は、ふだん、携帯電話を所持しておらず、発見された際、カッ

パの上下を着用し、救命胴衣を着用していなかった。 
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本船の操業海域は、水深が二十数ｍから数ｍに急激に変化してお

り、組合員Ａは、同海域を波が立つ危険なところであると思っていた

ので、同海域で操業したことはなかった。 

「波浪学のＡＢＣ」（磯﨑一郎著、平成１８年株式会社成山堂書店

発行）によれば、次のとおりである。 

沖合では砕波していない波でも、海岸の浅海域に進んでくる場合に

は、水深と海底勾配に関係して生ずる浅水変形、屈折、反射などの効

果によって波高が増大し、波長も短くなり、結局波形勾配が急峻に 

なって砕波します。これが、いわゆる磯波です。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

あり 

船長の死因は、短時間での溺死であった。 

船長は、０９時００分ごろ出航した後、１７時４０分ごろ海岸に漂

着した本船が発見され、医師により死亡推定時刻が１３時ごろと検案

されたことから、１３時ごろ落水して短時間で溺死したものと推定さ

れる。 

船長は、浜田鼻付近の浅礁海域において、本船の右舷船尾で中腰の

姿勢になり揚網作業中、磯波により船体が動揺した際、体勢を崩して

落水した可能性があると考えられるが、目撃者がおらず落水した状況

を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、船長が、浜田鼻付近の浅礁海域において揚網作業中、本

船から落水して溺水したことにより発生したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・磯波が発生する海域において操業する小型漁船の船長は、沖合か

らの波浪状況に注意し、安定した姿勢で慎重に操業を行い、波高

が高い場合は、必要に応じて操業を中止すること。 

 ・小型漁船の船長は、暴露甲板上においては救命胴衣を適切に着用

すること。 

 ・小型漁船の船長は、防水型の携帯電話又は防水パックに入れた携

帯電話を携行し、常に身に付け、落水した際の連絡手段を確保し

ておくこと。 

 

 



 

- 4 - 

付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般財団法人日本水路協会 航海用電子参考図 new pec（ニューペック）使用 
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